
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金型装置台座に第１の取付具を介して取り付けられ、固定側型と共に金型を構成する可
動側型、
上記可動側型に形成されるキャビティ面、
上記キャビティ面の背面側に形成され、上記金型装置台座と上記第１の取付具とに囲まれ
た空間部、
上記空間部内に上記キャビティ面の背面側に対向して設けられ、上記キャビティ面の背面
側へ冷却媒体を吹き付ける冷却媒体噴出手段、および
上記金型装置台座に第２の取付具を介して取り付けられ、上記キャビティ面に成形される
成形体を上記キャビティ面の背面側から押出して上記キャビティ面から離脱させる押出し
部材を備え、
上記可動側型と上記第１の取付具との間に開口部を設けてキャビティ面の背面側の空間部
を一部開放したこと
を特徴とする金型装置。
【請求項２】
　金型装置台座に第１の取付具を介して取り付けられ、固定側型と共に金型を構成する可
動側型、
上記可動側型に形成されるキャビティ面、
上記キャビティ面の背面側に形成され、上記金型装置台座と上記第１の取付具とに囲まれ
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た空間部、
上記空間部内に上記キャビティ面の背面側に対向して設けられ、上記キャビティ面の背面
側へ冷却媒体を吹き付ける冷却媒体噴出手段、および
上記金型装置台座に第２の取付具を介して取り付けられ、上記キャビティ面に成形される
成形体を上記キャビティ面の背面側から押出して上記キャビティ面から離脱させる押出し
部材を備え、
上記冷却媒体噴出手段を上記可動側型の内部を通過した後に上記空間部内にキャビティ面
の背面側に対向して設け
たことを特徴とする金型装置。
【請求項３】
　固定側型と共に金型を構成する可動側型、
上記可動側型に形成されるキャビティ面、
上記キャビティ面の背面側へ冷却媒体を吹き付ける冷却媒体噴出手段、および
上記キャビティ面に成形される成形体を上記キャビティ面の背面側から押出して上記キャ
ビティ面から離脱させる押出し部材を備え、
上記可動側型のキャビティ面の背面側に、段差形状部を設けた
たことを特徴とする金型装置。
【請求項４】
　固定側型と共に金型を構成する可動側型、
上記可動側型に形成されるキャビティ面、
上記キャビティ面の背面側へ冷却媒体を吹き付ける冷却媒体噴出手段、および
上記キャビティ面に成形される成形体を上記キャビティ面の背面側から押出して上記キャ
ビティ面から離脱させる押出し部材を備え、
上記可動側型のキャビティ面の背面側に複数の溝部を構成したことを特徴とする金型装置
。
【請求項５】
　固定側型と共に金型を構成する可動側型、
上記可動側型に形成されるキャビティ面、
上記キャビティ面の背面側へ冷却媒体を吹き付ける冷却媒体噴出手段、および
上記キャビティ面に成形される成形体を上記キャビティ面の背面側から押出して上記キャ
ビティ面から離脱させる押出し部材を備え、
上記冷却媒体噴出手段を上記可動側型のキャビティの背面側および上記押出し部材に対向
するように設けたことを特徴とする金型装置。
【請求項６】
　固定側型と共に金型を構成する可動側型、
上記可動側型に形成されるキャビティ面、
上記キャビティ面の背面側へ冷却媒体を吹き付ける冷却媒体噴出手段、および
上記キャビティ面に成形される成形体を上記キャビティ面の背面側から押出して上記キャ
ビティ面から離脱させる押出し部材を備え、
上記可動側型に形成されるキャビティ部において単位体積に対する表面積の比が０．５を
超えるキャビティ面を設けたことを特徴とする金型装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、金属や樹脂の成形体を成形する金型装置に関するものであり、特に、高温材料
を成形する金型装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ダイカスト鋳造、金型鋳造や低圧鋳造、あるいは樹脂射出成形等、金型のあわせ面に形成
されるキャビティに溶融材料を注入して冷却固化させて所定の成形体を成形する金型にお
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いては、溶融材料により加熱されて高温になる金型を冷却して、金型温度を適正に維持す
ることは製品の品質及び生産性を向上させるために重要である。ここで、ダイカスト鋳造
、金型鋳造や低圧鋳造、あるいは樹脂射出成形における成形工程は、大きく分けて、材料
の溶融工程、射出充填工程、冷却工程、成形体取出工程の４つの工程に分けられる。
【０００３】
溶融工程を経て溶融された溶融材料を金型装置に充填工程中は、溶融材料の流動性を確保
するために、金型温度は高いほうが望ましい。また、成形体取出工程における金型表面の
転写性など、成形体の品質向上のためにも、金型温度は高い方が有利である。しかし、例
えば、溶融材料の温度が６００～７００°Ｃのアルミ合金ダイカストでは、金型温度があ
まり高すぎると、溶融アルミ合金が金型に溶着するという問題が生じる。また、充填完了
後の冷却工程においては、当然のことながら、金型温度は低い方が冷却固化までの時間、
すなわち、取出可能になるまでの時間が短縮されるため、生産性が高くなる。
【０００４】
このため、従来から金型の冷却性能を確保すべく開発が進められている。例えば、金型を
冷却する方法として金型の内部に冷却孔を設け、その冷却孔に冷却液を流通させることに
よって内部から金型を冷却する内冷法（特開昭６２－２３８０５６号公報）や、固定側型
と可動側型とからなる金型のキャビティ面から押し出しピン、二次加圧ピンによって成形
体を突き出した後、スプレーガンが固定側型と可動側型との間に差し込まれ、空気噴射に
続く離型剤のスプレーによって固定側型、可動側型、押し出しピン、二次加圧ピンの冷却
およびそれらに対する離型剤の塗布が行われている外冷法（特開昭６４－５３７５１号公
報）が知られている。
【０００５】
また、図９は従来のブロー成形用の金型装置を模式的に示す断面図であり、これと同様な
金型装置は、例えば、特開平９－１３６３２５号公報に記載されている。図において、対
を成す金型本体の片方である金型本体１のキャビティ面２の背面側に密閉されたチャンバ
ー３を設け、パイプ４がチャンバー３を貫通している。パイプ４はバルブを介して、冷却
液を送入するポンプ５と、蒸気を送入するボイラー６とに切替え可能に接続され、複数の
吐出口４ａからチャンバー３内に所定量の水あるいは蒸気を満遍なく噴射するように構成
されている。さらに、チャンバー３には排水と脱気を兼用するドレン部７が設けられ、パ
イプ８およびバルブを介して真空ポンプ９に接続されている。
【０００６】
次に、上記のように構成された金型装置の動作を説明する。ブロー成形時において、金型
本体１を冷却するには、ポンプ５にて送った冷却水を吐出口４ａからチャンバー３内に噴
射すると同時に、真空ポンプ９を動作させてチャンバー３内を所定の圧力に減圧している
。
また、金型本体１を加熱するには、ボイラー６から送られる高温の蒸気を吐出口４ａから
チャンバー３内に噴射している。
【０００７】
このように、ブロー成形用の金型装置では、金型温度を水の融点付近に管理することが重
要であり、そのために、冷却水と蒸気を使い分けて制御している。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
前述の特開昭６２－２３８０５６号公報に記載の内冷法では、金型内部の入れ子部材や押
出し部材等の配置を優先的に行う必要があるため、冷却孔の形成には限界がある。例えば
、肉厚の薄い入れ子部材には冷却孔を形成するのが困難であり、押出し部材が設けられた
箇所には冷却孔を形成することが不可能である。また、金型に孔を形成する関係上、金型
の強度を低下させるという問題が生じるため、あまり多数の冷却孔を形成することはでき
ない。そのため、冷却効果の確保には限界がある。
【０００９】
また、前述の特開昭６４－５３７５１号公報に記載の外冷法では、スプレーガンに対向す
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るキャビティ面にはスプレーガンから空気噴射に続く離型剤が直接当たるために冷却効果
が期待できるものの、スプレーガンに対向していないキャビティ面やスプレーガンに対向
していても掘り込みが深いキャビティ面などには離型剤が吹き付けにくく、冷却効果をあ
まり期待できない。さらに、溶融金属を上記の外冷法で成形するダイカストにおいては、
例えば、約２０゜Ｃの離型剤を約２００～３００゜Ｃの金型のキャビティ面に直接吹き付
けるため、金型への熱的衝撃が大きく、金型の熱疲労を促進させ、金型のキャビティ面に
ヒートチェックやクラックを生じやすくなるという金型寿命に関わる問題を含んでいる。
【００１０】
さらに、前述の特開平９－１３６３２５号公報に記載の金型装置では、ブロー成形時に金
型本体１のキャビティ面２の背面側に設けられたチャンバー３に冷却液を送入するため、
チャンバー３内を減圧する真空ポンプ９がなければ、冷却液の気化を利用した冷却の効果
を期待することは出来ない。また、チャンバー３内の密封保持のため、成形体をキャビテ
ィ面２から離型するためのチャンバー内外を貫通して移動する押出し部材を配置すること
ができない。
【００１１】
次に、ダイカストによる成形において、金型のキャビティ面から成形体を離脱（離型）さ
せる押出し部材を必須とする理由を説明する。工作機械や産業用ロボットは、その駆動用
等に利用されるパワーモジュール等の発熱を逃がすために、アルミ合金等で形成されるベ
ース板上に薄肉のフィンを供えたヒートシンクを用いる場合がある。このヒートシンクは
、例えば、金型を用いたダイカスト法によって成形される。前記のベース板上にフィンを
備えたヒートシンクのダイカストによる成形では、その形状ゆえ、フィンの部分は可動側
型で成形され、押出し装置によって駆動される押出し部材を用いてフィン先端を押出すこ
とによって金型から離型される。
【００１２】
ヒートシンクの放熱特性を向上させるにはフィンの密度を高める必要があり、そのために
はフィン部分の金型が通常のダイカスト成形体に比べて高温になってしまうことが明らか
となった。金型が高温になると、フィン先端の温度が高い状態で押出されるため、材料強
度の不足から押出し部材によってフィン先端が押し潰されて金型に凝着され、成形体が金
型から離型できないという問題があった。また、成形体が冷却されるまで金型から離型す
ることを待つと、生産性が大幅に劣化するという問題があった。
【００１３】
本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、金型が高温になる場合で
も、金型の冷却効果を改善することができる金型装置を提供することを目的とする。
【００１６】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置においては、可動側型と第１の取付具との間
に開口部を設けてキャビティ面の背面側の空間部を一部開放したものである。
【００１７】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置においては、冷却媒体噴出手段を可動側型の
内部を通過した後に空間部内にキャビティ面の背面側に対向して設けたものである。
【００１８】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置においては、可動側型のキャビティ面の背面
側に、段差形状部を設けたものである。
【００２１】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置においては、可動側型のキャビティ面の背面
側に複数の溝部を構成したものである。
【００２２】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置においては、冷却媒体噴出手段を可動側型の
キャビティの背面側および押出し部材に対向するように設けたものである。
【００２３】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置においては、可動側型のキャビティ面の単位
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体積あたりの表面積の比が０．５を超えるキャビティ面を設けたものである。
【００２４】
【発明の実施の形態】
実施の形態１．
図１は本発明の実施の形態１の金型装置を模式的に示す断面図である。図１において、鉄
系材料からなり、固定側型（図示せず）と共に金型を構成する可動側型１１には、固定側
型とのあわせ面にキャビティが設けられ、このキャビティに成形される成形体（図示せず
）の形状に沿ってキャビティ面１２が形成されている。このキャビティ面１２の背面側１
１ａには空間部１３が形成され、この空間部１３を囲うように可動側型１１を金型装置台
座１４に取り付けるための可動側型用取付具１５が設けられている。キャビティ面に成形
される成形体（図示せず）をキャビティ面１２より離脱（離型）させるための押出し部材
１６が押出し部材用取付具１７を介して押出し部材１６を押出す油圧シリンダ１８に取り
付けられている。
【００２５】
取付具１５を通過した後に空間部１３に挿入されて可動側型１１のキャビティ面１２に対
向する位置で空間部１３内に設けられた複数個の噴出ノズル１９ａを有するパイプ１９ｂ
が、バルブ２０を介して冷却液を送入するポンプ２１に接続されている。噴出ノズル１９
ａは可動側型１１のキャビティ面１２の背面側１１ａに、キャビティ面１２の投影面積と
同等の領域に均一に冷却液を吹き付けられるように構成している。
【００２６】
なお、可動側型１１と取付具１５とを一体構成として、可動側型１１を金型装置台座１４
に直接取り付けるようにしてもよい。しかし、押出し部材１６等を配置する関係上、可動
側型１１と取付具１５とを一体とした可動側型１１は、その製作過程において材料の除去
部分が多くなり、無駄が多いため、上記のように、可動側型１１と取付具１５とは別体に
する方が好ましい。
【００２７】
次に、上記のように構成された金型装置の動作を説明する。ダイカスト鋳造、金型鋳造や
低圧鋳造、あるいは樹脂射出成形における成形工程は、大きく分けて、材料の溶融工程、
射出充填工程、冷却工程、成形体取出工程の４つの工程に分けられている。溶融工程で溶
融された溶融材料を金型本体のあわせ面に形成されるキャビティに注入する射出充填工程
において、キャビティに充填された溶融材料により加熱されて高温、例えば、３００℃に
高温化した可動側型１１を冷却するには、ポンプ２１によって送給された冷却液、例えば
、水を、バルブ２０、パイプ１９ｂを介して噴出ノズル１９ａから可動側型１１のキャビ
ティ面１２の背面側１１ａに所定の量だけ噴出する。
【００２８】
このとき、金型本体の熱容量や可動側型１１に形成されたキャビティ面１２の形状、すな
わち成形体の形状、可動側型１１の温度等によって供給される冷却液の量が設定され、か
つ、冷却液が噴出ノズル１９ａからキャビティ面１２の背面側１１ａにキャビティ面１２
の投影面積と同等の領域に均一に冷却液を吹き付けられるようになっている。また、その
冷却液が効率よく気化するように、例えば、金型温度が３００℃であれば毎分２～３リッ
トルの冷却液を金型に吹き付けるよう供給量が設定されている。
【００２９】
このように構成された実施の形態１による金型装置においては、冷却液の気化熱を有効利
用するものであって、冷却液が噴出ノズル１９ａからキャビティ面１２の背面側１１ａに
キャビティ面１２の投影面積と同等の領域に均一に吹き付けられることにより、金型が高
温になる場合でも、温度むらのない急速な冷却ができる。
【００３０】
なお、噴出ノズル１９ａの個数は、キャビティ面１２の背面側１１ａにキャビティ面１２
の投影面積と同等の領域に均一に冷却液を吹き付けられる場合、１個でもよく、上記と同
様な作用効果を奏する。
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【００３１】
また、前記の金型装置内に設けられた冷却孔に冷却液を流通させて金型を冷却する内冷法
に比べて、キャビティの投影面積と同程度に広く伝熱面積を確保できる関係上、使用する
冷却液量を少なく抑える、すなわち、熱交換率を高めることが出来る。
【００３２】
さらに、キャビティに充填された溶融材料により加熱されて高温化した金型のキャビティ
面に、成形体の離型後、噴出ノズル等により冷却液を直接吹き付ける外冷法に比べて、射
出充填直後からキャビティ面１２の背面側に冷却液を吹き付けて金型本体を冷却できるこ
とから、金型の温度上昇を抑えることができ、キャビティ面１２の熱的衝撃を小さくでき
ることも明らかになった。これによって、金型本体の熱疲労に関わるヒートチェックやク
ラックの発生を抑制でき、金型本体の寿命を延ばすことが可能になる。具体的には、外冷
法ではキャビティ面に冷却液を直接吹き付けて冷却していた場合、ヒートクラックは約１
万回の製品製造で発生していたが、本発明の実施の形態１に示す金型装置のように、キャ
ビティ面１２の背面側から冷却する方式とすることによって、約１０万回の製品製造にも
耐えるようになった。
【００３３】
また、特開平９－１３６３２５号公報に記載のブロー成形の金型装置においては、金型本
体１にチャンバー３を設け、また、低い金型温度を想定しているので、冷却液の気化を利
用した冷却の効果を確保するためにチャンバー３内を減圧する真空ポンプ９が必要となる
。この場合、チャンバー３内の密封保持のため、成形体をキャビティ面２から離型するた
めのチャンバー内外を貫通して移動する押出し部材を配置することができない。
【００３４】
これに対し、本発明の実施の形態１の金型装置では、可動側型１１のキャビティ面１２の
背面側に設けた空間部１３に冷却液を供給できるので、冷却液の気化熱を利用した冷却が
可能となる。さらに、ブロー成形の金型装置において必要としたチャンバー３およびチャ
ンバー３内の密封に保持することも不要となるので、成形の押出し部材１６を配置するこ
とが可能となる。このため、図２に示すようなフィン間の詰まったヒートシンクを製造す
ることが可能となり、製品の生産性および金型寿命が向上し、製品コストが削減できる。
【００３５】
具体的に説明すると、図２（ａ）は、本発明にかかる金型装置によって製造可能となった
ヒートシンクを模式的に示す側面図であり、図２（ｂ）は、説明の便宜のため、ヒートシ
ンクに対向して設けられているファンを取り外した状態を模式的に示す平面図である。図
２（ａ）、図２（ｂ）において、ヒートシンクは、ベース板５０に、湾曲した薄肉で高ア
スペクト、例えば薄さ１ｍｍ、高さ３０ｍｍのフィン２２が峡ピッチ、例えば平均４ｍｍ
程度で配置されて構成されており、ファン５１がフィン２２に対向して設けられており、
ベース板５０に対してフィン２２の反対側にはパワーモジュール５５が直接もしくは熱伝
導性グリース（図示せず）を介して固着されている。
【００３６】
ファン５１から吹き出された気流は、フィン２２に向かって流れ、ベース板５０からフィ
ン２２に伝わったパワーモジュール５５より発生した熱量が、フィン２２間を通り抜ける
気流に奪われる。このような薄肉で高アスペクトのヒートシンクと一般的なヒートシンク
との金型の温度上昇に及ぼす相違点は、可動側型のキャビティ部において、少なくとも成
形品の薄肉・高アスペクト部に対応する部分の単位体積に対するキャビティ面の表面積の
比（表面積／単位体積）にあることが分かった。すなわち、一般的な成形品ではその比は
１／５から１／４程度以下であり、キャビティ表面から伝わる熱によって金型は温度上昇
はするものの、伝熱表面積が小さいため、通常の金型装置を使用しても問題は発生しなか
った。
【００３７】
しかし、図２に示す例では、可動側型のキャビティ面の単位体積当たりの表面積の比は０
．５であり、この比が０．５以上になると、溶融アルミの溶融アルミの熱が金型に急速に
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伝わるため、特にフィン間の薄肉部の金型が急激に上昇し、一時的にアルミの融点に近い
高温になる。さらに加えて、このような成形品では押出し部材１６が各フィンに複数配置
されているため、金型内の高温となるフィン近傍領域には冷却路を設けることができない
。これに対して、キャビティ面１２の背面側１１ａからの冷却により、金型を効率的に冷
却することができる。その結果、成形したヒートシンクを金型から離型した後に噴出ノズ
ルにより冷却液をキャビティ面１２に直接吹き付けて冷却すると、キャビティ面１２の熱
的衝撃が大きく、約１万回の製品製造でヒートクラックの発生が避けられないのに対し、
キャビティ面１２の背面側１１ａから冷却することにより、金型の温度上昇を抑え、金型
の熱疲労を抑制し、約１０万回の製品製造にも耐えることができる。
【００３８】
このように、押出し部材のために冷却水路を設けることが不可能である製品にとって、本
発明の実施の形態１のような構成により、金型が高温になる場合でも、金型の冷却効果を
改善することができる金型装置を提供することができる。また、生産性を向上させ、金型
寿命も１０倍と大幅に改善することができ、ダイカスト成形による上記フィンの工業的価
値を高めることが可能となる。
【００３９】
実施の形態２．
図３は本発明の実施の形態２の金型装置を模式的に示す断面図である。実施の形態２の金
型装置と実施の形態１の金型装置との異なる点は、可動側型１１と可動側型用取付具１５
の上部との間に開口部２３を設けてキャビティ面１２の背面側１１ａの空間部１３を一部
開放しており、この開放された開口部２３を通過した後に空間部１３に直接パイプ１９ｂ
を挿入している点である。図３において、図１と同じ符号は同一または相当を示し、その
説明を省略する。
【００４０】
また、溶融工程で溶融された溶融材料をキャビティに注入する射出充填工程において、キ
ャビティに充填された溶融材料により加熱されて高温化した可動側型１１を冷却するには
、ポンプ２１によって送給された冷却液を、バルブ２０、パイプ１９ｂを介して噴出ノズ
ル１９ａから可動側型１１のキャビティ面１２の背面側１１ａに、キャビティ面１２の投
影面積と同等の領域に均一に冷却液を所定の量だけ噴出している。
【００４１】
この実施の形態２による金型装置においては、冷却液の気化熱を有効利用するものであっ
て、ポンプ２１から供給される冷却液は、噴出ノズル１９ａからキャビティ面１２の背面
側１１ａに吹き付けられる。このため、噴出された冷却液が沸騰点温度に到達し、発生し
た蒸気は取付具１５の上部に設けられた開口部２３から外部に放出されるので、蒸気が再
び可動側型１１に付着し凝縮することを防止できる。その結果、可動側型１１の急速な冷
却が可能となる。
【００４２】
なお、ここでは取付具１５の上部に開口部２３設けて開放した例を説明したが、開口部２
３位置は取付具１５の上部に限ることはなく、蒸気を逃がすことができれば何処でもよい
。ただし、取付具１５の上部に開口部２３を開放した場合は、軽くなった蒸気が逃げ易く
なる。
【００４３】
実施の形態３．
図４は本発明の実施の形態３の金型装置を模式的に示す断面図である。実施の形態３の金
型装置と実施の形態１の金型装置との異なる点は、鉄系材料からなる可動側型３１のキャ
ビティ面１２に対向する位置で空間部１３内に設けられた噴出ノズル１９ａを有するパイ
プ１９ｂが可動側型３１内部を通過するように設けられている点である。図４において、
図１と同じ符号は同一または相当を示し、その説明を省略する。
【００４４】
また、溶融工程で溶融された溶融材料をキャビティに注入する射出充填工程において、キ
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ャビティに充填された溶融材料により加熱されて高温化した可動側型３１を冷却するには
、ポンプ２１によって送給された冷却液を、バルブ２０、パイプ１９ｂを介して噴出ノズ
ル１９ａから可動側型３１のキャビティ１２の背面側３１ａにキャビティ面１２の投影面
積と同等の領域に均一に冷却液を所定の量だけ噴出している。
【００４５】
この実施の形態３による金型装置においては、冷却液の気化熱を有効利用するものであっ
て、ポンプ２１から供給される冷却液は、可動側型３１の内部を通過するパイプ１９ｂを
通過する間に高温化した可動側型３１によって昇温された後に、噴出ノズル１９ａからキ
ャビティ面１２の背面側３１ａに吹き付けられる。その結果、噴出された冷却液が沸騰点
温度に到達するまでの時間が短くなるため、沸騰熱伝達の効果を有効に利用できる。
【００４６】
パイプ１９ｂが可動側型３１の内部を通過しない場合、噴出ノズル１９ａから出てきた冷
却液、例えば、水の温度は約２０℃であり、１００℃に達するまでは可動側型３１の表面
を熱交換しながら重力方向に流れる。この場合、水が沸騰点温度に至る前に可動側型３１
の面に次から次へと冷却液の膜を形成し、効率的な熱交換を妨げるという問題がある。し
かし、この実施の形態３のようにパイプ１９ｂが可動側型３１の内部を通過する場合、可
動側型３１の内部を通過してきた冷却水は沸騰直前の例えば９０℃に加熱されており、可
動側型１１の表面に接触した瞬間に蒸発し、可動側型３１から気化熱を奪うことができ、
可動側型３１の急速な冷却が可能となる。
【００４７】
実施の形態４．
図５は本発明の実施の形態４の金型装置を模式的に示す断面図である。実施の形態４の金
型装置と実施の形態１の金型装置との異なる点は、鉄系材料からなる可動側型４１のキャ
ビティ面１２の背面側４１ａに、段差形状部４１ｂを設けている点である。図５において
、図１と同じ符号は同一または相当を示し、その説明を省略する。
【００４８】
また、溶融工程で溶融された溶融材料をキャビティに注入する射出充填工程において、キ
ャビティに充填された溶融材料により加熱されて高温化した可動側型４１を冷却するには
、ポンプ２１によって送給された冷却液を、バルブ２０、パイプ１９ｂを介して噴出ノズ
ル１９ａから可動側型４１のキャビティ１２の背面側４１ａに設けた段差形状部４１ｂの
領域に均一に冷却液を所定の量だけ噴出している。
【００４９】
段差形状部４１ｂを形成する効果は３点ある。第１点目として、可動側型４１のキャビテ
ィ１２の背面側に段差形状部４１ｂを形成することによって、熱交換面積が増大する。例
えば、背面側全面に幅１０ｍｍ深さ１０ｍｍの段差を有する溝を形成することによって、
表面積は２倍となり、これに伴って冷却能力は２倍となる。
【００５０】
また、第２点目として、冷却液、例えば、水を効率よく蒸発させることができるという効
果を有する。すなわち、キャビティ面の背面側に段差形状部が形成されていない場合、２
００℃程度に加熱された可動側型に対して冷却水をノズルから噴霧状に吹き付けたとして
も、すべての水をうまく蒸発させることは困難であり、生産時の安定性を考慮すると過剰
の冷却水を供給する必要がある。この場合、蒸発しきれない冷却水が可動側型のキャビテ
ィ面の背面側を流れ、空間部１３の下部から排水される。例えば、可動側型１１の温度が
２００℃で、面積 0.5平方メートルに３リットル／分の水を流した場合、その約７０％が
蒸発しないまま排出されるのに対して、表面に段差形状部４１ｂを特に水平方向に形成す
ることによって、瞬時に蒸発できない水も段差形状部４１ｂに滞留して蒸発するようにな
り、より少ない水量で冷却ができる。
【００５１】
さらに、第３点目として、可動側型４１には製品形状に対応して温度分布が発生するが、
可動側型４１の温度が製品の位置たとえば中心と端とで大きく異なると、温度の低いとこ
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ろに製品不良、例えば、溶融されたアルミがすぐに凝固してしまうために発生する充填不
良や湯じわが発生する場合がある。これに対して、段差形状部４１ｂを略水平方向に形成
した場合、十分冷却した面に吹き付けられた冷却水は、蒸発せずに段差形状部４１ｂを伝
って高速で移動し、高温部で蒸発する。その結果、供給冷却水量のほとんどすべてを蒸発
させることが可能となり、高速に冷却でき、また、可動側型４１の温度の均一化すなわち
、製品の安定製造が可能となる。
【００５２】
なお、段差形状部４１ｂとしては、表面積を増大することができればよく、また、より好
ましくは冷却液の滞留時間が長くなるよう、すなわち重力方向に対して交差するように段
差が形成されていればよく、強度的に金型が耐えられる形状であれば問題ない。例えば、
段差間がテーパ状や円弧状になっていたり、段差形状の一部あるいは全体が斜めに形成さ
れていてもよい。
【００５３】
実施の形態５．
図６は本発明の実施の形態５の金型装置を模式的に示す断面図である。実施の形態５の金
型装置と実施の形態１の金型装置との異なる点は、可動側型５１のキャビティ１２側を鉄
系材料からなる第１の可動側型５１ａで構成し、背面側５１ｃを第１の可動側型５１ａと
熱伝導率が異なる材料、例えば、銅系材料からなる第２の可動側型５１ｂで構成し、例え
ば、第２の可動側型５１ｂを第１の可動側型５１ａにねじで固定している点である。図６
において、図１と同じ符号は同一または相当を示し、その説明を省略する。
【００５４】
また、溶融工程で溶融された溶融材料をキャビティに注入する射出充填工程において、キ
ャビティに充填された溶融材料により加熱されて高温化した可動側型５１を冷却するには
、ポンプ２１によって送給された冷却液を、バルブ２０、パイプ１９ｂを介して噴出ノズ
ル１９ａから第１の可動側型５１ａと第２の可動側型５１ｂとからなる可動側型５１のキ
ャビティ面１２の背面側５１ｃにキャビティ面１２の投影面積と同等の領域に均一に冷却
液を所定の量だけ噴出している。
【００５５】
例えば、キャビティ側の温度を成形品質確保のために２００℃とし、背面側の温度を気化
熱が有効利用できる１００℃に保つよう制御すると、温度差は１００℃となる。一方、金
型としての強度を確保する上で可動側型の厚さは５０ｍｍ程度以上必要となる。このよう
な場合、熱輸送量を増加させるには高熱伝導率の材料を用いれば良いが、アルミニウムや
銅材料では成形時の応力に耐えることができない、材料と成形体が反応するという不具合
がある。また、高強度材料であるタングステン合金では高価で、加工性が悪いなどの不具
合がある。
【００５６】
しかし、鉄系材料からなる第１の可動側型５１ａと銅系材料からなる第２の可動側型５１
ｂとからなる可動側型５１のキャビティ面１２の背面側５１ｃに冷却液を噴出することに
より、上記のような不具合を解消できると共に、熱輸送量を増加させて急速に冷却するこ
とが可能となる。
【００５７】
なお、固着する界面に熱抵抗が存在すると冷却効果が低下するので、少なくとも一方の金
型に銀や錫などの軟質金属をコーティングすることが好ましい。
【００５８】
また、押し出し部材１６と接するように銅系の第２の可動側型５１ｂを用いると、熱歪に
よって押し出し不可能となる場合もあるので、押し出し部材１６と接する第１の可動側型
５１ａはキャビティ側と同等の熱特性を有する鉄系材料を用いることが好ましい。
【００５９】
実施の形態６．
図７は本発明の実施の形態６の金型装置を模式的に示す断面図である。実施の形態６の金
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型装置と実施の形態１の金型装置との異なる点は、鉄系材料からなる可動側型６１のキャ
ビティ面１２の背面側６１ａにキャビティ面１２の投影面積と同等の領域に複数個の溝部
６１ｂが設けられている点である。図６において、図１と同じ符号は同一または相当を示
し、その説明を省略する。
【００６０】
また、溶融工程で溶融された溶融材料をキャビティに注入する射出充填工程において、キ
ャビティに充填された溶融材料により加熱されて高温化した可動側型６１を冷却するには
、ポンプ２１によって送給された冷却液を、バルブ２０、パイプ１９ｂを介して噴出ノズ
ル１９ａから可動側型６１のキャビティ面１２の背面側６１ａに設けられた溝部６１ｂに
、均一に冷却液を所定の量だけ噴出している。
【００６１】
例えば、キャビティ面１２の温度を成形品質確保のために２００℃とし、背面側の温度を
気化熱が有効利用できる１００℃に保つように制御すると、温度差は１００℃となる。一
方、金型としての強度を確保する上で可動側型の厚さは５０ｍｍ程度以上必要となる。こ
のような場合、熱輸送量を増加させるには、背面側に複数個の溝部６１ｂを形成し、例え
ば、背面側に深さ２０ｍｍの溝部６１ｂを設けることによって、よりキャビティ面１２に
近い所を１００℃程度まで冷却することができる。すなわち、このような溝部６１ｂを設
けることにより、可動側型６１の温度を確保した上で、気化熱による急速放熱を利用しつ
つ可動側型６１内の温度勾配を大きくでき、熱輸送量を増加させることが可能となる。
【００６２】
　また、可動側型６１のキャビティ面１２から背面側６１ａまでの距離が５０ｍｍ程度の
場合、高温の材料が注入され、その熱が背面に伝わるまで数十秒を必要としており、この
数十秒の時間は、製品を製造するタクト時間が一般的に１分程度であるので、１分毎の加
熱・冷却の繰り返しに対して、瞬時に反応できる時間ではない。このため、製品製造上の
トラブルが発生して製造タクト時間が変わった場合においても、冷却液量の変更を行うと
金型温度が逆に不安定になってしまうという問題があった。これに対してこの実施の形態

の金型装置では、溝部６１ｂを設けることにより、可動側型６１の温度を確保した上で
、気化熱による急速放熱を利用しつつ可動側型６１内の温度勾配を大きくでき、熱輸送量
を増加させることが可能となる。この結果、応答時間が早くなり、冷却液量を制御するこ
とによって可動側型１１の温度を管理することが容易となる。
【００６３】
溝の形状としては、可動側型６１が製造時の発生応力に耐えられるよう、複数個の溝部６
１ｃを形成することが必要であり、特に可動側型６１の温度分布に対応して、温度の高い
ところは密に、温度の低いところは疎に形成すればよい。
【００６４】
実施の形態７．
図８は本発明の実施の形態７の金型装置を模式的に示す断面図である。実施の形態７の金
型装置と実施の形態１の金型装置との異なる点は、冷却液噴出ノズル１９ａが、可動側型
１１のキャビティ１２の背面側１１ａおよび押出し部材１６に対向するように設けられて
いる点である。図８において、図１と同じ符号は同一または相当を示し、その説明を省略
する。
【００６５】
また、溶融工程で溶融された溶融材料をキャビティに注入する射出充填工程において、キ
ャビティに充填された溶融材料により加熱されて高温化した可動側型１１を冷却するには
、ポンプ２１によって送給された冷却液を、バルブ２０、パイプ１９ｂを介して噴出ノズ
ル１９ａから可動側型１１のキャビティ面１２の背面側１１ａおよび複数個の押出し部材
１６に、直接に冷却液を所定の量だけ噴出している。
【００６６】
押出し部材１６は製品をキャビティ面１２から離型するために用いるが、離型力が基準値
を超えると押出し部材１６が破損する場合がある。この現象は、一般の製品では基本的に
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は見られないが、例えば、図２のような複雑形状の特に多数のフィンを立設した高性能の
ヒートシンク製品を製造する場合に発生することがある。この原因は、押出し部材１６と
製品が接触する個所において、製品が十分冷却していない状態で押出すと、製品が変形す
ることによって離型力が急激に上昇するためである。
【００６７】
これを防止するには、押出し部材１６を積極的に冷却し、製品の押出し部材と接触してい
る個所を冷却することが必要である。この実施の形態７よれば、冷却液噴出ノズル１９ａ
が、可動側型１１のキャビティ面１２の背面側１１ａおよび押出し部材１６に対向するよ
うに設けられているため、背面側１１ａおよび押出し部材１６に、直接に冷却液を吹き付
けることができ、押出し部材１６が特に冷却され、上記問題を解決することが可能となる
。
【００６８】
【発明の効果】
この発明は、以上説明したように構成されているので以下に示すような効果を奏する。
【００７１】
　 の発明の請求項 に係る金型装置によれば、可動側型と第１の取付具との間に開口部
を設けてキャビティ面の背面側の空間部を一部開放することにより、冷却媒体噴出手段か
らキャビティ面の背面側に吹き付けられた冷却媒体が沸騰点温度に到達し、発生した蒸気
が開口部から外部に放出されるので、蒸気が再び可動側型に付着し凝縮することを防止で
き、このため、可動側型の急速な冷却が可能となる。
【００７２】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置によれば、冷却媒体噴出手段を可動側型の内
部を通過した後に空間部内にキャビティ面の背面側に対向して設けることにより、冷却媒
体が可動側型の内部を通過する間に高温化した可動側型によって昇温された後に、冷却媒
体噴出手段からキャビティ面の背面側に吹き付けられる結果、噴出された冷却媒体が沸騰
点温度に到達するまでの時間が短くなるため、沸騰熱伝達の効果を有効に利用できるので
、金型の急速な冷却が可能となる。
【００７３】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置によれば、可動側型のキャビティ面の背面側
に、水平方向に形成されている段差形状部を設けることにより、熱交換を行う面積が増大
でき、また、キャビティ面の背面側に段差形状部に吹き付けられた冷却媒体のうち、瞬時
に蒸発できない冷却媒体も段差形状部に滞留して蒸発するようになり、冷却液の気化熱を
有効に利用できるので、より少ない水量で冷却が可能となる。さらに、十分冷却した面に
吹き付けられた冷却媒体は蒸発せずに段差形状部を伝って移動し、高温部で蒸発させるこ
とが可能となるので、高速に冷却でき、また、可動側型の温度の均一化が可能となる。
【００７６】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置によれば、可動側型のキャビティ面の背面側
に複数の溝部を構成することにより、キャビティ面に近い部分を冷却することができ、そ
の結果、可動側型内の温度勾配を大きくすることによって熱輸送量を増加させることが可
能となるので、可動側型の急速な冷却ができる。
【００７７】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置によれば、冷却媒体噴出手段を可動側型のキ
ャビティの背面側および押出し部材に対向するように設けることにより、背面側および押
出し部材を積極的に冷却でき、その結果、成形体の押出し部材と接触している部分を十分
に冷却することが可能となるので、押出し部材が成形体を変形させることによる離型力の
急増を抑制できる。
【００７８】
　また、この発明の請求項 に係る金型装置によれば、可動側型のキャビティ面の単位体
積当たりの表面積の比が０．５を超えるキャビティ面を設けることにより、金型温度の上
昇が急速、増大するが、キャビティ面の背面側からの冷却により、金型を効率的に冷却す
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ることができる本冷却手段の適用が有効となるので、金型の冷却効果を改善することがで
き、また、金型寿命を延ばすことが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１にかかる金型装置の断面模式図である。
【図２】　本発明にかかる金型装置にて成形される成形体の一例を示す図である。
【図３】　本発明の実施の形態２にかかる金型装置の断面模式図である。
【図４】　本発明の実施の形態３にかかる金型装置の断面模式図である。
【図５】　本発明の実施の形態４にかかる金型装置の断面模式図である。
【図６】　本発明の実施の形態５にかかる金型装置の断面模式図である。
【図７】　本発明の実施の形態６にかかる金型装置の断面模式図である。
【図８】　本発明の実施の形態７にかかる金型装置の断面模式図である。
【図９】　従来の他の金型装置を示す図である。
【符号の説明】
１１，３１，４１，５１，６１　可動側型
１１ａ，３１ａ，４１ａ，５１ｃ，６１ａ　背面側
１２　キャビティ面
１３　空間部
１４　金型装置台座
１５　可動側型用取付具
１６　押出し部材
１７　押出し部材用取付具
１９ａ，１９ｂ　冷却媒体噴出手段
２３　開口部
４１ｂ　段差形状部
５１ａ　第１の可動側型
５１ｂ　第２の可動側型
６１ｂ　溝部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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